
 

2 4 日 獣 発 第 2 3 0 号 

平 成 24 年 12 月 3 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会   

会 長   山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する 

省令の改正とその施行について 

 

このことについて、平成 24 年 11 月 22 日付け 24 消安第 3544 号をもって、農

林水産省消費・安全局長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関係者

に周知方よろしくお願いします。 

このたびの通知は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を

改正する省令（平成 24 年農林水産省令第 57 号）が、平成 24 年 11 月 22 日付け

で公布され、このことについて、別添のとおり都道府県知事等宛てに通知した

旨、了知の上、本会会員に周知の徹底を依頼されたものです。 

なお、この省令は平成 25 年 5月 22 日から施行される旨、併せて申し添えま

す。 

 

   
本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 長野 

TEL  03－3475－1601 
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